
Information

　
　

バ
イ
オ
リ
ン
、
ビ
オ
ラ
、チ
ェ
ロ

初
心
者
講
座
で
す
。
楽
器
は
初
め

て
の
方
、少
し
経
験
の
あ
る
方
、弦

合
奏
を
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

楽
器
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　
　
５
月
９
日
〜
７
月
25
日
の
毎
週

水
曜
日
、11
時
〜
12
時
、全
12
回

■
場
所

　　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

■
定
員　

先
着
10
人

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り

■
講
師　

横
矢
恵
津
子

■
参
加
費　
１
万
円

※
初
回
時
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

松
本
和
子

　　


56
ー
5
0
9
1

　　

特
定
健
診
受
診
券
は
４
月
30
日

時
点
で
国
保
に
加
入
し
て
い
る
40

〜
74
歳
の
方
を
対
象
に
、５
月
下

旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。
受
診
券
郵

送
以
前
（
４
〜
５
月
下
旬
）に
受
診

を
予
定
し
て
い
る
方
は
、受
診
券
の

事
前
発
行
を
行
い
ま
す
の
で
、
市

民
保
険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　　

ま
た
、人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る

時
に
受
診
券
を
持
参
す
る
と
、
特

定
健
診
に
あ
た
る
費
用
の
割
引
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
機
関
で
は
受
診

券
を
持
参
し
て
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
て
も
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
受
診
前
に
別
途
助
成
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
は
各
支
所

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
助
成
申
請
が
必
要
な
機
関

　
●　

い
ず
み
の
病
院

　
●　

高
知
赤
十
字
病
院

■
助
成
申
請
に
必
要
な
も
の

　
●　

受
診
者
本
人
名
義
の
通
帳

　
●　

印
鑑

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

介
護
保
険
料
は
本
人
の
所
得
や

年
金
収
入
額
、
世
帯
の
課
税
状
況

に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

　　

平
成
30
年
度
の
介
護
保
険
料
は

７
月
上
旬
に
決
定
す
る
た
め
、４
、

６
、
8
月
の
介
護
保
険
料
の
金
額

は
、
平
成
30
年
２
月
と
同
じ
保
険

料
額
を
年
金
か
ら
天
引
き
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す（
仮
徴
収
）。た
だ

し
８
月
は
年
間
を
通
じ
て
で
き
る

だ
け
均
等
に
な
る
よ
う
に
調
整
し

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　　

所
得
や
課
税
状
況
が
確
定
し
た

後
、７
月
に
平
成
30
年
度
の
介
護
保

険
料
（
年
額
）
を
決
定
し
、仮
徴
収

３
回
分
を
年
額
か
ら
差
し
引
い
て
、

10
・
12
・
２
月
の
３
回
に
分
割
し
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す（
本
徴
収
）。

■
平
成
30
年
度
年
間
保
険
料　

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
高
齢
者
介
護
課

　
　

口
座
振
替
は
、
各
種
税
に
て
ご

利
用
で
き
る
安
心
、安
全
、便
利
な

し
く
み
で
す
。ま
た
、
省
資
源
化
、

経
費
削
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■「
口
座
振
替
」に
つ
い
て

　　

市
税
を
指
定
し
た
口
座
か
ら
引

き
落
と
す
こ
と
に
よ
り
、自
動
的
に

納
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
口
座
振
替

を
解
約
す
る
ま
で
継
続
し
て
納
税

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
口
座
振
替
の
メ
リ
ッ
ト

　
●　

納
め
忘
れ
が
な
く
な
る

　
●　

納
め
に
行
か
な
く
て
よ
い

　
●　

一
度
手
続
き
す
る
と
、
簡
単
に

納
税
す
る
こ
と
が
で
き
る

■
利
用
で
き
る
税
目

　
　

固
定
資
産
税
、市
・
県
民
税（
普

通
徴
収
）
、国
民
健
康
保
険
税
、軽

自
動
車
税
の
納
付
に
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

※
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
納
税
義
務
者

お
よ
び
利
用
者
の
税
目
に
対
し
て
の
み
適

用
さ
れ
ま
す

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
引
き
落
と
し
を
希
望
さ
れ
る
口

座
の
預
金
通
帳

②
口
座
の
届
出
印

③
口
座
振
替
依
頼
書

※
依
頼
書
は
、市
内
の
金
融
機
関
、市
役
所

税
務
収
納
課
お
よ
び
各
支
所
に
あ
り
ま
す

■
申
し
込
み
で
き
る
金
融
機
関

　
　

四
国
銀
行
、
高
知
銀
行
、
高
知

信
用
金
庫
、
四
国
労
働
金
庫
、
土

佐
香
美
農
業
協
同
組
合
、高
知
県

信
用
漁
業
共
同
組
合
連
合
会
、ゆ

う
ち
ょ
銀
行

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
税
務
収
納
課

　
　
５
月
１
日
か
ら
始
ま
る
憲
法
週

間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
無
料

法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　
５
月
８
日（
火
）

▼
受
け
付
け　

12
時
30
分
〜
15
時

▼
相
談　

13
時
〜
17
時

■
場
所

　　

高
知
市
本
町
五
丁
目
三
ー
二
〇

　　

高
知
共
済
会
館　
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｍ
Ｕ
Ｎ

Ｉ
Ｔ
Ｙ　
Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ａ
Ｒ
Ｅ　
３
階

■
問
い
合
わ
せ

　
　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

　　


0
8
8
ー
8
2
2
ー
0
5
7
6

「
香
南
住
む
〜
ず
」
の
欄
空
き
家
の
件
、
良
い
案
だ
と
お
も
い
ま
す
!　

近
所
で
も
空
き
家
も
ふ
え
て
お
り
、
一
方
で
過
疎
化
も
進
ん
で
い
る
の
で　

↓
（
15
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

↓　

地
域
お
こ
し
協
力
奮
戦
記
応
援
し
た
い
気
持
ち
で
す
!　

香
南
市
の
良
さ
、
ぜ
ひ
ア
ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
!

広

報

へ

の

ご

意

見

T
税

T  a  x

税

C
相 談

counseling

相 談

無
料
法
律
相
談
会

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　

介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

　
　

天
引
き
で
納
め
て
い
る
方
へ

　
　
　
　

納
税
は
口
座
振
替
が

　
　
　
　

お
す
す
め
で
す

　
　
　

特
定
健
診
受
診
券
の

　
　
　

事
前
発
行
が
で
き
ま
す

H
健 康

H e a l t h

健 康

　
　　
大
人
の
た
め
の

　
　　
弦
楽
器
初
心
者
講
座

　５月１日（火）です。
　期限内の納付をお願いします。

平成２９年度

市 県 民 税

国民健康保険

随２期

随２期
の納期限は

■対象　市内在住・在勤･在学の方

※４月１３日（金）までに定員に達しない場合は市外の方も可

■定員／１５人     　　   ■講師／井関　京子さん　

■持ち物／エプロン・フォトフレームに

入れたい写真やポストカード・タオル

■参加費／１台　２,０００円

■申込み締切り／４月２７日（金）

■申込み・問い合わせ／

　　香南市中央公民館　５６-１０５６

多肉植物
多肉植物

寄せ植え
寄せ植え

メッセージボジボード

をつくろうをつくろう！

♥
Ha

pp
y 　
Mot

hers　Day♥

年間保険料
－仮徴収額

（　　　　　　）

本徴収

８月

６月

４月

２月

１２月

１０月

仮徴収

（　　　　　　）

３０年２月と
同額。ただし
８月を除く

※普通自動車税の減免を受ける方は、軽

自動車税の減免を申請することはできま

せん。普通自動車税減免制度のお問い合

わせ、および減免申請は中央東県税事務

所（０８８-８６６-８５１０）へ

▼申請に必要なもの

❶印鑑
❷身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
　育手帳・精神障害者保健福祉手帳

❸自動車車検証または写し
❹運転免許証（軽自動車等の運転者）
　または写し

❺マイナンバーが確認できる書類
　　（マイナンバーカードまたは通知カード等）
●　　障害者本人が申請する場合…マイナンバー

カードまたはマイナンバー通知カードが必要

●　　代理人が申請する場合…障害者本人の申

請に必要なものに加え、代理の方の本人確

認ができる運転免許証などの顔写真付身

分証明書の写し、委任状が必要

◆減免の対象

①身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方（障害者認定を

受けた部位や等級によって減免の可否が異なりますので、お問い合わせください）

②知的障害者の方は、療育手帳Ａ１、Ａ２の等級の交付を受けている方

③精神障害者の方は、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方

　身体等に障害があるため、身体障害者手帳等の交付を受けている方

で、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることがで

きます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病

者手帳のいずれかの交付を受けている方が対象になります。

所（０８８８６６８５１０）へ

▼問い合わせ・申請先
　市役所税務収納課（57-8504）

自動車の所有者※１ 運転者 車両使用の内容

身体障害者本人

身体障害者本人（１８歳未満）

または生計を同一にする方

知的・精神障害者本人また

は生計を同一にする方　※２

身体障害者本人 移動のため

通院・通学（通

園）・通所・通勤

のための送迎

台数等

１台

車種は

自家用

のもの

身体障害者等の

方と生計を同一

にする方または

常時介護する方
　　　　　　※３

身体障害者等の方の
軽自動車税減免制度について

◆減免の要件

4/2（月）～5/24（木）

★申請は毎年必要です。
　前年減免認定を受けた方も
　必ず申請してください。
※前年減免認定を受けた方には、申請様式

　を４月上旬に送付します

4受 付 期 間

　　なお、当日は混雑が予想されますので、事前に関係書類の確認を

お願いします。経営所得安定対策のうち「米の直接支払交付金」は

平成３０年度より廃止されましたが、引き続き作付申告へのご協力を

お願いします。制度の詳しい内容は中国四国農政局のホームページ

（http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kobetu_hosyo/）をご覧ください。

　経営所得安定対策の交付申請と作

付申告の受け付けを行います。対象

農家の方には順次、文書でご案内しま

すので期間内の申請をお願いします。

▼問い合わせ／中国四国農政局高知地域支局　０８８-８７５-２１５１

　　　　　　　香南市地域農業再生協議会　５７-７５３５

※上記の受付期間中、再生協議会事務所は職員が不在の場合があります

対象農家 日　程 会　場

赤　岡　町

野　市　町

５月１１日（金）

５月１４日（月）～１８日（金）

赤岡市民館

　ＪＡ土佐香美　本所

吉　川　町

夜　須　町

５月　８　日（火）

５月　９　日（水）・１０日（木）

吉川総合センター

受付時間

９：００

１５：００

大峰の里

香我美町 ５月２１日（月）～２４日（木） 香南市香我美支所

受
付
日
程

～

▼

経 営 所 得

安 定 対 策

の受け付けが
始まります！

※厳守

※１／「所有者」…原則として所有者が身体障害者の方の名義であること（＝身体障

害者の方が軽自動車税の納税義務者になっていること）

※２／「生計を同一にする方」…同居の親族が条件です。別居の場合は扶養の関係

が確認される場合のみ対象

※３／「常時介護する方」…障害者の方の通院等のために継続して日常的に運転する方

ムに

ル

日時 ４／２８（土）　１０:００～１２:００

場所 のいちふれあいセンター　３階　学習室

　人気の多肉植物をメッセージ人気の多肉植物をメッセージ

ボードに寄せ植えしてみませんボードに寄せ植えしてみません

か？フォトフレームにはムには、お気お気

に入りの写真に入りの写真、メッセージカードメッセージカード

などを入れることができますなどを入れることができます。

母の日のプレゼントに

いかがですか？

15２０１８.４ 14 ２０１８.４


